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Ⅰ. 平成22年度事業概況報告書

　この度の東日本大震災により、被害を受けられました方々及び関係者皆様に謹ん

でお見舞い申し上げます。

�皆様のご無事と一日も早い被災地の復興を心よりお祈り申し上げます。

�　平成２２年度のわが国経済は、底の見えない不況に陥り、中小企業を取り巻く環

境は、昨年以上に厳しい年になり、当会におきましても会員企業の減少と収益事業

の大幅な減少があり、憂慮すべき大変な一年でありました｡

�　このような厳しい経済環境の中ではありますが、当会は「良き経営者を目指す者

の団体」として平成２２年度事業計画を強力に推進して参りました｡

�　今年度は、会員企業への支援とサービスの充実を重点に、脳ドックの割引健診や

税理士の布施麻記子氏をお呼びして事業承継対策セミナーを開催。また会員割引制

度の協賛店募集拡充と利用促進等、会員企業のニーズに合ったサービスの充実を図

っています｡

�　また、公益法人として社会貢献事業をより幅広く積極的に進めております。ホー

ムページを活用し、一般の方も参加できる事業を充実させています。足立区主催に

よる「足立区民まつり」は、１０月９、１０日の２日間参加し、花の種10,000袋、

税に関する小冊子5,000冊等を皆さんに配布しました｡さらに、国税電子申告（e-Ｔ

ＡＸ）並びに代理送信の普及推進を積極的に行いました。１１年目に入ったチャリ

ティゴルフ大会は１０月１９日に開催し、チャリティ募金を足立区社会福祉協議会

に寄贈いたしました。

�　研修事業につきましては、月例研修会、決算法人説明会、新設法人説明会、支部

税務研修会、会員の集いなど各種研修会に参加を積極的に働きかけ、多くの方が参

加しました｡

�　今年度は創立６０周年・社団化３５周年の節目の年にあたり、特別講演会では、

野村　克也　氏をお招きし、「勝者の資格」と題して講演を行い、６３０名の聴講

を頂き好評を博しました。

�　厚生事業については、会員企業、従業員への各種共済制度への積極的加入促進を

図りました。また、生活習慣病出張健診、ラフォーレ倶楽部への積極的利用など会

員企業の福利厚生施策に大きく寄与しました｡

　�法人会では、公益法人制度改革を受け、「公益法人制度改革準備委員会」を昨年

７月に設置し検討を重ね、１２月に臨時理事会を開催し承認を受け、公益社団法人

を目指すことで、現在申請の準備を進めております。

�以上各委員会､各支部､各部会の諸事業は､所期の目的を達成することが出来ました。

�　ここに税務ご当局のご指導と関係諸団体並びに会員各位の絶大なるご協力の賜と

深く感謝申し上げます｡

�　新事業年度も予断を許さない厳しい年と推測されますが、税務ご当局をはじめ関

係諸団体並びに会員の皆様のご指導とご協力を賜りますようお願い申し上げます｡
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Ⅱ. 平成22年度実施事業報告一覧表

項目名 事　業　名 事業回数 出席人員 項目名 事　業　名 事業回数 出席人員

総
会
・
理
事
会
・
各
委
員
会

支　
　
　
　
　
　
　

部

部　
　
　

会

研
修
・
講
習
・
説
明
会

署長さんの講習会

説明会・研修セミナー

月 例 研 修 会

決算法人説明会

新設法人説明会

3級簿記講習会

記帳・税務相談

関  
係  
団  

体

第　1　支　部

第　2　支　部

第　3　支　部

第　4　支　部

第　5　支　部

第　6　支　部

第　7　支　部

第　8　支　部

第　9　支　部

第  10  支　部

第  11  支　部

第  12  支　部

第  13  支　部

小　　　　  計

小　　　　  計

小　　　　  計

源　泉　部　会

青　年　部　会

女　性　部　会

仏　教　部　会

足 立 優 法 会

税務関係七団体

あだち区民まつり

そ　   の 　 他

厚生委員
会事業（ （

式
典
・

講
演
会

小　　　　  計

小　　　　  計

創立60周年記念式典・特別講演会

　　　   合　　　　  計

小　　　　  計

全法連・東法連関係全
法
連

東
法
連

　７

３８

２３

１

５

６

３

８

１

２

１８

１２

１２

２５

２９

１

２８

　１２３

４７５

４０９

４３

８８

２２８

１２４

４０

４３

５１

５６０

２４６

７８

３５

２９

６３０

６１

総　　　　 会

定 例 理 事 会

常 任 理 事 会

正 副 会 長 会 議

総 務 委 員 会

研 修 委 員 会

組 織 委 員 会

税 制 委 員 会

広 報 委 員 会

厚 生 委 員 会

社会貢献委員会

創立60周年記念事業実行委員会

公益法人制度準備委員会

生活習慣病健診

　１

　７

１

４

６

３

３

７

１４

８

３

５

２

４２

６

４

８

６

５

６

３

４

６

８

５

５

６

２０３

２４８

２０

３１

２７０

３４

１５５

８２

１５６

２９４

４０

１０５

１８

１,２７５

小　　　　  計

１５７

６８

１４０

１５９

１１４

１３４

５９

９６

１２４

１４９

１３８

１３８

１４４

７２ １,６２０

３９７

１０６

６９

２２ ４８０

１,０５０

２,９３１

１,０４２

２８ ６１

７,８１４

９９

１ ６３０
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監　 査　 報　 告　 書

平成２２年度の決算を監査の結果、誤りなきものと認めます。

平成２３年４月２０日 監　事

監　事

下　田　忠　重

須　田　健　三

印

印

Ⅲ. 平成22年度収支計算書総括表
平成22年４月１日から平成23年３月31日まで

科　　　目 合　　計一 般 会 計 収益特別会計 内部取引消去

Ⅰ. 事業活動収支の部

Ⅱ. 投資活動収支の部

Ⅲ. 財務活動収支の部

Ⅳ.予備費支出

1. 事 業 活 動 収 入

2. 事 業 活 動 支 出

1. 投資活動収入の部

2. 特定活動支出の部

（単位：円）

⑴ 基本財産運用収入

⑵ 会　費　収　入

⑶ 事　業　収　入

⑷ 補  助  金  収  入

⑸ 推  進  費  収  入

⑹ 雑　　収　　入

⑺ 繰  入  金  収  入

⑴ 事　　業　　費

⑵ 会　　議　　費

⑶ 管　　理　　費

⑷ 法人税等引当支出

⑸ 繰  入  金  支  出

⑹ 記念事業特別会計支出

⑺ 公益法人制度改革関係費

⑴ 特定資産取崩収入

⑴ 特定資産取得支出

1 . 財 務 活 動 収 入

2 . 財 務 活 動 支 出

事 業 活 動 収 入 計

事 業 活 動 支 出 計

事業活動収支差額

投資活動収支差額

財務活動収支差額

当 期 収 支 差 額

前期繰越収支差額

次期繰越収支差額

11,198�

44,342,700�

8,219,180�

6,009,700�

0�

2,738,063�

3,101,064

64,421,905

47,281,511

3,807,983�

16,367,855�

0�

0�

6,615,441�

2,242,060�

76,314,850�

△11,892,945�

�

�

16,504,062�

�

5,000,312�

11,503,750�

�

0�

0�

0�

0�

△389,195�

18,299,468�

17,910,273

0�

0�

6,658,039�

0�

12,311,207�

31,278�

0

19,000,524

6,972,711�

1,287,447�

6,555,503�

1,083,799�

3,101,064�

0�

0�

19,000,524�

0�

�

�

0�

�

0�

0�

�

0�

0�

0�

0�

0�

0�

0

11,198�

44,342,700�

14,877,219�

6,009,700�

12,311,207�

2,769,341�

0

80,321,365

54,254,222�

5,095,430�

22,923,358�

1,083,799�

0�

6,615,441�

2,242,060�

92,214,310

△11,892,945

16,504,062�

�

5,000,312�

11,503,750�

�

0�

0�

0�

0�

△389,195�

18,299,468�

17,910,273�

3,101,064

3,101,064

3,101,064�

0�

0

3,101,064�

0
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Ⅳ . 平成２３年度事業計画

Ⅰ　活動の基本方針

　当法人会は、よき経営者を目指す者の団体として納税意識の高揚、会員企業の一層の資質

向上、地域社会の貢献を図り、公益法人としての使命を達成するために、次の重点事項を実

施するとともに、全法連、東法連、各単位会並びに会員企業との連携を密にして、法人会事

業活動を円滑に遂行することを活動の基本方針とする。

Ⅱ　重点事項

　　　本年度においては、次の諸事項について重点的に施策を講ずる。

　1.　納税意識の高揚

　　　公益法人として広く一般社会にも目を向けながら、納税意識の高揚に資するための施

　　　策を講ずる。

　2.　税制等に対する研究と要望

　　　税制等に対する会員企業からの改正要望は根強いものがあり、これらの調査研究を行

　　　い、会員企業からの要望が反映するよう施策を講ずる。

　3.　組織の充実・強化

　　　組織の充実・強化は法人会活動に極めて重要であるため、会員増強運動を積極的に推

　　　進し、組織の拡大強化を図る。

　4.　研修活動の充実

　　　研修活動を通じて、税知識の普及、納税意識の高揚と併せて経営者としての資質を高

　　　めるとともに、研修事業参加者倍増を目標に一層の充実を図る。

　5.　広報活動の活発化

　　　法人会のイメージを高め、会員の意見、要望が事業活動に反映されるような広報活動

　　　を推進し、媒体のための広報誌等の積極的利用を始めとして、時宜に応じた活動を実

　　　施し、会員相互の絆を一層強化する。

　6.　福利厚生事業の拡充

　　　法人会の各種共済制度は企業の継続や従業員確保の上で有意義なものであり、その副

　　　次的意義をも考慮し、一層の普及推進を図るとともに、会員企業の為の福利厚生事業

　　　の拡充に努める。

　7.　部会活動の推進

　　　部会組織は法人会組織の基盤の一部をなすものであり、特に青年部会は次世代の要と

　　　して組織の強化を図るとともに、部会間の連携を一層密にする。

　8.　社会貢献活動の推進

　　　法人会は公益法人としての組織を確立し、社会からも大きな信頼を寄せられる団体に

　　　成長し、地域社会に密着した活動を展開している。この組織力と活力を生かした社会

　　　貢献活動の円滑かつ継続的な実施を推進する。

　9.　e-Taxの普及促進

　　　e-Tax 推進委員会を中心に、e-Taxの普及促進に向けた事業を積極的に実施するとと

　　　もに、会員企業70％の e-Tax 利用率を目指す。

  10.　法人会事務局の充実

　　　法人会の運営及び活動を円滑にするため「東法連単位会事務局充実のための中期的指

　　　針」に基づき事務局の充実を図る。

  11.　関係外部機関との連絡、調整

　　　指導監督官庁である国税当局、地方税当局、税理士会、その他関係機関（団体）との連

　　　絡調整を一層密にするよう努力する。

  12.　会議関係

　　　次の会議等を開催する。

　　（1）通常総会

　　（2）正副会長会議、常任理事会、理事会

　　（3）総務、研修、組織、税制、広報、厚生、社会貢献委員会等の各委員会

　　（4）支部総会、支部役員会

　　（5）部会総会、部会役員会

　　（6）その他必要とする会議　　　
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Ⅴ .  平成23年度収支予算総括表
平成23年４月１日から平成24年３月31日まで

（単位：円）

⑴ 基本財産運用収入

⑵ 会　費　収　入

⑶ 事　業　収　入

⑷ 補  助  金  収  入

⑸ 推  進  費  収  入

⑹ 雑　　収　　入

⑺ 繰  入  金  収  入

事 業 活 動 収 入 計

事 業 活 動 支 出 計

事業活動収支差額

科　　　目 合　　計一 般 会 計 収益特別会計 内部取引消去

Ⅰ. 事業活動収支の部

1. 事 業 活 動 収 入

⑴ 事　　業　　費

⑵ 会　　議　　費

⑶ 管　　理　　費

⑷ 法人税等引当支出

⑸ 繰  入  金  支  出

⑹ 記念事業特別支出

⑺ 公益法人制度改革関係費

⑻ ＯＡ機器関係費

2. 事 業 活 動 支 出

⑴ 特定資産取崩収入

⑴ 特定資産取得支出

投資活動収支差額

財務活動収支差額

当  期  収  支  差  額

前 期 繰 越 収 支 差 額

次 期 繰 越 収 支 差 額

Ⅱ. 投資活動収支の部

1. 投資活動収入の部

2. 特定活動支出の部

Ⅲ. 財務活動収支の部

Ⅳ. 予  備  費  支  出

1. 財 務 活 動 収 入

2. 財 務 活 動 支 出

69,241,176 5,650,000 △397,100

△397,10080,988,000

△11,746,824

5,650,000

0

  74,494,076

86,240,900

△11,746,824

△397,100

△397,400

3,500,000 3,500,0000

0�

0

0�
0

00 0

0�
0

9,663,449 9,663,4490

0�

0�

0

10,000�

42,197,000�

9,053,585�

16,534,200�

0�

1,049,291�

397,100

56,151,000�

3,720,000�

19,617,000�

0�

0�

0�

500,000�

1,000,000

5,000,000�

�

1,500,000

△17,910,273�

17,910,273�

0

△17,910,273�

17,910,273�

0

0�

�

0

5,000,000�

�

1,500,000

2,798,000�

430,000�

1,874,000�

150,900�

397,100�

0�

0�

0

58,949,000�

4,150,000�

21,491,000�

150,900�

0�

0�

500,000�

1,000,000

0�

0�

5,600,000�

0�

0�

50,000�

0

10,000�

42,197,000�

14,653,585�

16,534,200�

0�

1,099,291�

0
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役職名 役　員　名 法　　人　　名 役職名 役　員　名 法　　人　　名

Ⅵ. 本 部 新 役 員 名 簿

会　　長

副 会 長

　 〃

　 〃

　 〃

　 〃

専務理事

常任理事

　 〃

　 〃

　 〃

　 〃

　 〃

　 〃

　 〃

　 〃

　 〃

　 〃

　 〃

　 〃

　 〃

　 〃

　 〃

　 〃

　 〃

理　　事

　 〃

　 〃

　 〃

　 〃

　 〃

　 〃

　 〃

　 〃

　 〃

　 〃

理　　事

　 〃

　 〃

　 〃

　 〃

　 〃

　 〃

　 〃

　 〃

　 〃

　 〃

　 〃

　 〃

　 〃

　 〃

　 〃

　 〃

　 〃

　 〃

　 〃

　 〃

　 〃　　

　 〃

　 〃

　 〃

高 橋 祐太郎

染 谷 正 光

長 田 和 也

吉 原 道 博

細 井 一 司

石 川 了 全

岡 本 和 雄

山 田 昌 三

染 谷 憲 治

三 田 和 利

道 口 好 正

荻 野 敏 子

辻 　 信 子

柴 　 定 男

宇田川 智 彦

吉 田 　　誠

栗 田 　 勝

熊 澤 伸 一

湯 原 誠 二

三 浦 啓 行

須 賀 　 豊

中 根 　 平

鈴 木 正 光

谷古宇 巧 一

富 岡 千恵子

須 田 健 三

寺 沢 伸 郎

金　澤　建　設　㈱

染　谷　精　機　㈱

㈱　長　　　　　田

㈱　ニ　　ッ　　ピ

㈱　ホ　　ソ　　イ

（宗）　福　 寿　 院

㈱  岡  本  工  務  店

㈲山田総合保険事務所

㈲　寿　　工　　事

イースタン実業㈱

㈱大洋螺子製作所

㈱　  ト 　 モ  　エ

㈱　  ツ　  ノ　  ー

シ バ 製 靴 ㈱

宇 田 川 建 設 ㈱

㈲ティーイーエス

㈲六実電機製作所

㈲ カ テ イ

㈱ 泰 成 工 業 所

㈱ 三 浦 工 務 店

東 立 化 成 工 業 ㈱

㈱ ナ カ ネ

鈴 木 青 果 ㈲

㈱ 谷 古 宇 商 店

㈱ ト ミ テ ッ ク

監　　事

　 〃

㈱須田自動車整備工場

本 町 化 学 工 業 ㈱

㈱　渡　喜　建　設

㈱   タ   カ   ボ   シ

㈲ グ リ ー ン 商 事

ヤ ジ マ 石 油 ㈱

㈲ 森 田 商 会

太 成 倉 庫 ㈱

㈳ 足 立 法 人 会

㈲ ビ ッ ク リ ヤ

溜 屋 近 藤 商 店 ㈱

㈱　丸　三　興　業

㈱　和　　　　　幸

㈱　荒　井　商　店

中 島 警 備 保 障 ㈱

㈱飯島ポンプ製作所

㈱　池　嶋　商　店

㈲スリーミリオン

ニューリアルター㈱

㈱ 綾  瀬  マ  ツ  ダ

㈱ 八嶋設備工業所

大  一  企  業  ㈱

㈱　内　　　　　山

㈱ 庄 栄 ビ ル

㈱ リ ー ド

㈱ ホ ン ダ

㈱　原　　　　　田

㈱　ハ　ギ　ワ　ラ

㈲ 木 村 電 業

㈱ や な ぎ 衣 裳 店

㈱芦川花環葬儀社

㈱　丸　　葉　　園

青木自動車工業㈱

㈱浅古自動車整備工場

永　大　建　材　㈱

丸 市 田 中 建 設 ㈱

㈱ 星 野 商 店

都 清 掃 ㈱

渡 邊 喜一郎

�石 山 伊佐夫

横 溝 正 雄

矢 島 幹 也

森 田 　 璋

鈴 木 　 篤

五十嵐　　 勝

吉 田 正 行

近 藤 俊 彦

榊 原 正 男

  田 幸 雄

荒 井 正 行  

中 島 邦 雄

渦 波 　 茂

池 嶋 清 郎

菅 谷 博 行

青 木 政 夫

山 � 三 郎

木 村 　 弘

石 原　太一郎

内 山 良 二

古 庄 定 夫

山 屋 昭 夫

本 田 順 一

原 田 尚 子

萩 原 　 賢

木 村 佐 一

柳 　 　 孝

芦 川 一 男

寺 田 春 夫

青 木 慶 一

浅 古 定 男

重 永 義 徳

田 中 清 介

星 野 雅 夫

吉 野　雅 士

須 賀 豊

木 村 和 史

赤 羽 敬 司

三 浦 昭 太 郎

小 林 利 子

顧　　問

　 〃

　 〃

相 談 役

　 〃

東 立 化 成 工 業 ㈱

東京税理士会足立支部

東京商工会議所足立支部

㈱ 三 浦 工 務 店

三 祐 医 科 工 業 ㈱
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Ⅶ.  公益社団法人移行申請決議

１、当会は平成２０年１２月より施行された公益法人制度改革３法に基づき公益認定法人

　への移行を申請する。

２、移行申請に当たっての当初役員は、現行の役員とする。

３、申請の時期、申請書類の作成、及び簡易な訂正は会長に一任されたい。

Ⅷ.  定款変更及び諸規定

公益社団法人足立法人会　定款

第１章　総　則

第２章　目的及び事業

第３章　会　員

　この法人は、公益社団法人足立法人会（以下「この法人」という。）と称する。

　この法人は、主たる事務所を東京都足立区に置く。

　この法人は、税知識の普及、納税意識の高揚に努め、税制・税務に関する提言
を行い、もって適正・公平な申告納税制度の維持・発展と税務行政の円滑な執行
に寄与するとともに、地域企業と地域社会の健全な発展に貢献することを目的と
する。

　この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
　（１）税知識の普及を目的とする事業
　（２）納税意識の高揚を目的とする事業
　（３）税制及び税務に関する調査研究並びに提言に関する事業
　（４）地域企業の健全な発展に資する事業
　（５）地域社会への貢献を目的とする事業
　（６）会員の交流に資するための事業
　（７）会員の福利厚生等に資する事業
　（８）その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
２　前項の事業は、東京都内において行うものとする。

　この法人に次の会員を置く。
　（１）正会員　　足立税務署管内に所在する法人（管内に事業所を有する法　
　　　　　　　　　人を含む）でこの法人の目的及び事業に賛同して入会した者
　（２）賛助会員　この法人の事業を賛助するために入会した者
２　前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員
　とする。

　この法人の正会員又は賛助会員になろうとする者は、理事会の定めるところに
より申し込みをし、入会することができる。

　会員は、総会の決議を経て、別に定めるところにより会費を納入するものとす
る。
２　既納の会費は原則としてこれを返還しない。

（名　称）
第 １ 条

（事務所）
第 ２ 条

（目　的）
第 ３ 条

（事　業）
第 ４ 条

（資　格）
第 ５ 条

（入　会）
第 ６ 条

（会　費）
第 ７ 条
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　会員は、次の各号の一に該当する場合に至ったときは、その資格を失う。
　（１）退会
　（２）法人の解散
　（３）死亡
　（４）除名
　（５）正当な理由なく会費を２年以上滞納したとき
　（６）総正会員の同意があったとき

　この法人を退会しようとする者は、理事会の定めるところにより退会手続きを
行い、任意にいつでも退会することができる。
２　前項を持って一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の任意退社とする。

　会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議によって当該会員を除名
することができる。
　（１）この法人の定款又は規則に違反したとき
　（２）この法人の名誉をき損し又はこの法人の目的に反する行為があったとき
　（３）その他除名すべき正当な事由があるとき
２　前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に対し、総会
　　の日から一週間前までにその旨を通知し、かつ、総会で弁明の機会を与えな
　　ければならない。

　総会は、通常総会及び臨時総会とし、いずれもすべての正会員をもって組織する。
２　前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総
　　会とし、通常総会をもって同法上の定時社員総会とする。

　総会は、次の事項について決議する。
　（１）会員の除名
　（２）理事及び監事の選任又は解任
　（３）理事及び監事の報酬等の額及びその支給基準
　（４）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）並びにこれらの附属
　　　　明細書の承認
　（５）定款の変更
　（６）解散及び残余財産の処分
　（７）その他総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項

　通常総会は、毎年１回事業年度終了後３か月以内に開催する。
２　臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
　（１）理事会が必要と認めたとき
　（２）正会員総数の議決権の５分の１以上の議決権を有する正会員から会長に
　　　　対して会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招
　　　　集の請求があったとき。
３　総会は、開催の日から少なくとも１週間前に、会議の目的たる事項、日時及
　び場所を記載した文書を発して会長がこれを招集する。

　総会の議長は、会長がこれに当たる。

　正会員は、各１個の議決権を有する。
２　正会員は、前項の議決権を行使するための総会に各１名の代表者を出席させる。
３　正会員は、委任状をもって、総会における議決権の行使を他の出席正会員に
　委任することができる。この場合、委任した正会員は出席したものとみなす。

　総会の決議は、議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議
決権の過半数をもって行う。

（資格の喪失）
第 ８ 条

（退　会）
第 ９ 条

（除　名）
第１０条

（種類及び構成）
第１１条

（権　限）
第１２条

（開催及び招集）
第１３条

（議　長）
第１４条
（正会員の議決権）
第１５条

（決　議）
第１６条

第４章　総　　　　会
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２　前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員総数の半数以上であって、正
　会員総数の議決権の３分の２以上の多数をもって決する。
　（１）会員の除名
　（２）監事の解任
　（３）定款の変更
　（４）解散
　（５）その他法令で定められた事項
３　理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者毎に第１項の決
　議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第１８条に定め
　る定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順
　に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

　総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
２　議事録には、議長及び出席した正会員の中から総会において選出された議事  
　録署名者２名が署名押印しなけらばならない。

　この法人に次の役員を置く。
理事　３０名以上５５名以内
監事　２名以内
２　理事のうち１名を会長、7名以内を副会長、1名以内を専務理事、24名以内
　を常任理事とする。
３　前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理
　事とし、副会長、専務理事及び常任理事をもって同法第９１条第１項第２号の
　業務執行理事とする。

　理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
２　会長、副会長、専務理事及び常任理事は、理事会の決議により理事の中から
　選定する。
３　理事のうち、理事のいずれか１名とその配偶者又は三親等内の親族、その他
　特別の関係にある者の合計数は、理事総数の３分の１を超えてはならない。監
　事についても同様とする。
４　他の同一の団体の理事又は使用人である者、その他これに準ずる相互の密接
　な関係にある者の合計数は、理事総数の３分の１を超えてはならない。監事に
　ついても同様とする。

　理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執
行する。
２　会長は、この法人を代表し、会務を総理する。
３　副会長は、会長を補佐する。
４　専務理事は、会長及び副会長を補佐して事務局を指揮監督し、この法人の業
　務を統括する。
５　常任理事は、会長及び副会長の業務の執行を補佐する。

　監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を
作成する。
２　監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の
　業務及び財産の状況を調査することができる。
３　理事が不正の行為をし、若しくは不正の行為をするおそれがあると認めると
　き、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると
　認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告する。
４　前項の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求するこ
　とができる。
５　前項の規定による請求の日から５日以内に、その請求があった日から２週間
　以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集す
　ることができる。

（議事録）
第１７条

（役員の配置）
第１８条

（役員の選任等）
第１９条

（理事の職務及び権限）
第２０条

（監事の職務及び権限）
第２１条

第５章　役　員
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　理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
通常総会の終結のときまでとする。
２　監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
　る通常総会の終結のときまでとする。
３　理事又は監事については、再任を妨げない。
４　補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
５　理事又は監事は、第１８条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了
　または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理
　事又は監事として権利業務を有する。

　この法人の役員たるにふさわしくない行為があった場合、総会の決議により、
その役員を解任することができる。

　役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては総会において定める総
額の範囲内で、総会が別に定める役員の報酬等及び費用に関する規定により報酬
を支給することができる。
２　役員には、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。その額
　については総会が別に定める役員の報酬等及び費用に関する規程による。

　この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第１１１条第１項の
役員の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の
決議によって、賠償金額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た金額を
限度として免除することができる。

　この法人に顧問及び相談役を若干名置くことができる。
２　顧問及び相談役は、理事会の推薦により会長が委嘱する。任期は２年とする。
３　顧問及び相談役は、この法人の業務の運営上の重要な事項について会長の諮
　問に応ずる。
４　顧問及び相談役の報酬は、無償とする。

　この法人に理事会を置く。
２　理事会は、理事全員をもって構成する。
３　監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければな
　らない。
４　顧問及び相談役は、会長の要請により、理事会に出席し意見を述べることが
　できる。

　理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか次の事項を決議する。
　（１）この法人の業務の執行の決定
　（２）理事の職務の執行の監督
　（３）会長、副会長、専務理事及び常任理事の選定及び解職

　理事会は、会長が招集する。
２　会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

　理事会の議長は、会長がこれに当たる。

　理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半
数が出席し、その過半数をもって行う。
２　前項の規定にかかわらず、理事が理事会の目的である事項について提案した
　場合において、議決に加わることのできる理事全員が当該提案について書面又
　は電磁的記録により同意の意志表示をしたとき（監事が当該提案について異義
　を述べたときを除く。）は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったも
　のとみなす。

（役員の任期）
第２２条

（役員の解任）
第２３条

（役員の報酬等）
第２４条

（損害賠償責任の免除）
第２５条

（顧問及び相談役）
第２６条

（構　成）
第２７条

（権　限）
第２８条

（招　集）
第２９条

（議　長）
第３０条
（定足数及び決議）
第３１条

第６章　顧問及び相談役

第７章　理事会
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　理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
２　出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名押印しなければならない。

　この法人には、業務の執行に必要な委員会を置くことができる。
２　前項に定める委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議によ
　り別に定めるところによる。

　この法人には、業務の執行に必要な部会を置くことができる。
２　前項に定める部会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により
　別に定めるところによる。
　
　この法人には、業務の執行に必要な支部を置くことができる。
２　前項に定める支部の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により
　別に定めるところによる。
　

　この法人の資産は、次に掲げるものにより構成する。
　（１）移行登記の財産目録に記載された財産
　（２）会費
　（３）事業に伴う収入
　（４）財産から生ずる収入
　（５）寄附金品
　（６）その他の収入

　この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１に終わる。

　この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載し
た書類については、毎事業年度の開始の前日までに会長が作成し、理事会の承認
を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
２　前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間
　備え置き、一般の閲覧に供する。

　この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類
を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、通常総会に提出し、
第１号及び第２号についてはその内容を報告し、第３号から第６号までの書類に
ついては承認を受けなければならない。
　（１）事業報告
　（２）事業報告の附属明細書
　（３）貸借対照表
　（４）損益計算書（正味財産増減計算書）
　（５）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書
　（６）財産目録

　主たる事務所には、前条の書類のほか、次の書類を５年間備え置き、一般の閲
覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧
に供するものとする。
　（１）監査報告
　（２）理事及び監事の名簿
　（３）理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
　（４）運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要
　　　　なものを記載した書類

（議事録）
第３２条

（委員会）
第３３条

（部　会）
第３４条

（支　部）
第３５条

（資産の構成）
第３６条

（事業年度）
第３７条
（事業計画及び収支予算）
第３８条

（事業報告及び決算）
第３９条

（備え付け帳簿及び書類）
第４０条

第８章　委員会、部会及び支部

第９章　資産及び会計
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　会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第４８
条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残
額を算定し、前条第１項第４号の書類に記載するものとする。

　この定款は、総会の決議によって変更することができる。

　この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

　この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場
合（その権利業務を承継する法人が公益法人であるときを除く。）において、公
益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定取消
しの日又は当該合併の日から１ヶ月以内に総会の決議により、公益社団法人及び
公益財団法人の認定等に関する法律第５条第17号に掲げる法人又は国若しくは
地方公共団体に贈与するものとする。

　この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公
益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第１７号に掲げる法人
又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

　この法人の公告は、電子公告による。
２　事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない
　場合は、官報に掲載する方法による。　

　この法人の事務を処理するため事務局を設置する。
２　事務局には、所要の職員を置く。
３　重要な職員は、理事会の決議を経て任命する。
４　事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める
　ところによる。

　この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議
により別に定める。

１　この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人
　　及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関
　　する法律第１０６条第１項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
２　この法人の最初の会長は、○○○○とする。
３　一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団
　　法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１
　　０６条第１項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を
　　行ったときは、第３７条の規定にかかわらず解散の登記の日の前日を事業年
　　度の末　日とし、設立登記の日を事業年度の開始日とする。

（公益目的取得財産残額の算定）
第４１条

（定款の変更）
第４２条
（解　散）
第４３条
（公益認定の取消し等に伴う贈与）
第４４条

（残余財産の帰属）
第４５条

（公告の方法）
第４６条

（事務局）
第４７条

（細　則）
第４８条

　附　　則

第１０章　定款の変更及び解散

第１１章　公告の方法

第１２章　事務局

第１３章　補　則
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会 費 規 程

　この規程は、公益社団法人足立法人会（以下「この法人」という。）の定款第
７条の規程に基づき、この法人の会費の収納に関し必要な事項を定めるものとす
る。

　この法人の会費額は、「別表１」のとおりとする。
２　前項の会費については、理事会が相当の事由があると認めるときには、これ
を免除することができる。

　前条の会費は、毎事業年度における合計額の２０％以上を当該事業年度の公益
目的事業に使用する。

　会費の納入は年２回とし、請求後３ヶ月以内に納入しなければならない。新規
会員も同様とする。
２　会費の納入方法は、原則として会員が指定する金融機関の口座から会費月額
　に６を乗じたものを半期分の額とし、自動引落しにより納入する。
３　前項の自動引落しを希望しない場合、以下のいずれかの方法によることがで
　きる。
　（１）金融機関を利用しての振込
　（２）集金

　事業年度の中途に入会した会員の当該事業年度の会費額は、入会の日の属する
月の翌月から半期の期末までの月数による。
２　前項の会費の納入は、請求書の到着後すみやかに納入するものとする。

　会員が定款第８条第１項第５号に該当すると判断した場合、１ヶ月前に文書に
より催告し、催告に応じないときは会員資格を喪失する。

　この規程に定めのない事項については、理事会の決議を経て取り扱うものとす
る。

１　この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。
２　この規程は、公益認定を受け移行の登記をした日から施行する。

（目　的）
第 １ 条

（会　費）
第 ２ 条

（会費の使途）
第 ３ 条

（会費の納期）
第 ４ 条

（中途入会の会費及び納期）
第 ５ 条

（会費の滞納）
第 ６ 条

（その他）
第 ７ 条

附　則

「別表１」

会員種別

資本金

３００万円未満

３００万円

３００万円超　５００万円以下

５００万円超　１,０００万円未満

１,０００万円

１,０００万円超　３,０００万円以下

３,０００万円超

金融機関

賛助会員

月　額

５００円

７００円

８００円

１,１００円

１,３００円

２,０００円

３,０００円

１,５００円

５００円
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　この規程は、公益社団法人足立法人会（以下「この法人」という。）の定款第
６条及び第９条の規定に基づき、この法人の会員の入会及び退会に関し必要な事
項を定めるものとする。

　この法人の正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会において
定める入会申込書を提出し、入会することが出来る。

　会費の金額及び納期並びにこれらの免除に関する細則は、定款第７条により総
会の決議を経て別に定める会費規程による。

　この法人を退会しようとする会員は、退会手続きを行い、任意に退会すること
ができる。
２　定款第８条の定める事由により資格を喪失した場合、原則として既納の会費
　は返還しない。また、資格喪失後は、会員としての資格称号を使用することは
　できないものとする。

　前条の規定により会員資格を喪失した者が再入会を希望する場合には、改めて
第２条に定める入会申込書の提出を求めることとする。
２　前項の再入会の申し込みに対しては、理事会において再入会の可否を決定し、
　これを申込者に通知する。ただし、退会の際未納の会費がある場合には、当該
　未納分を支払わない限り、再入会は認めない。また、除名により会員資格を喪
　失した者は、資格喪失後５年間は、再入会を認めないこととする。

　入会者は、この法人の管理する会員名簿に登録する。
２　前項の入会申込書に記載した主要事項に変更があった場合は、当該役員から、
　理事会の定める変更届の提出を求める。
３　定款第８条の定める事由により、資格を喪失した場合は、会員名簿の登録を
　抹消する。
４　会員名簿に登録された会員に関する情報については、その公開の可否及び公
　開の範囲について、本人の意向を十分尊重し、慎重に取り扱わなければならない。

　この規程の改廃は、理事会の決議を経て総会の決議をもって行う。

１　この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。
２　この規程は、公益認定を受け移行の登記をした日から施行する。

（１）入会に際しての誓約
　　　「入会の上は、貴法人の定款及び諸規定を遵守し、総会及び理事会の決定
　　　に従います。」
（２）法人名、所在地、代表者名、電話、ＦＡＸ、ホームページアドレス、メー
　　　ルアドレス、資本金、決算期、業種、自社ＰＲ（３０文字以内で記入）、
　　　連絡先を別途指定する者は連絡先、紹介者名
（３）個人情報公開についての同意、不同意の確認（ホームページ、機関誌等で
　　　の公表とその範囲）
（４）賛助会員の場合の年会費額

（目　的）
第 １ 条

（入　会）
第 ２ 条

（会　費）
第 ３ 条

（退会事由及び手続き）
第 ４ 条

（再入会）
第 ５ 条

（会員名簿及び会員に関する情報の取り扱い）
第 ６ 条

（改　廃）
第 ７ 条

　附　則

（別　表）入会申込書に記載する主要事項
１　正会員及び賛助会員

入会及び退会規程
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役員の報酬等及び費用に関する規程（案）

　この規程は、公益社団法人足立法人会（以下、「この法人」という。）の定款
第２４条の規定に基づき、役員の報酬等及び費用に関し必要な事項を定めること
を目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及
び公益財団法人の認定等に関する法律の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を
図ることとする。

　この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところ
による。
　（１）役員とは、理事及び監事をいう。
　（２）常勤役員とは、総会で選任された理事のうち、当足立法人会を主たる勤
　　　　務場所とする者をいう。
　（３）非常勤役員とは、常勤役員以外の者をいう。
　（４）報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５
　　　　条第１３号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財
　　　　産上の利益及び退職手当であって、その名称のいかんを問わない。費用
　　　　とは明確に区分されるものとする。
　（５）費用とは、職務の執行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費（宿泊費含
　　　　む）、手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。

　この法人は、常勤役員及び税理士資格を有する監事（以下「有資格監事」という。）
について、職務執行の対価として報酬を支給することができる。
２　常勤役員の報酬は月額とする。
３　有資格監事の報酬は、理事会等出席の都度の日額とする。
４　常勤役員の退職に当たっては、当該役員の任期に応じ功労金を支給すること
　　ができる。

　この法人の常勤役員の報酬額及び有資格監事の報酬額は、別表第１のとおりと
し、理事の報酬額については理事会の決議で、有資格監事の報酬額については監
事の協議で決めるものとする。
２　常勤役員に対する功労金は、別表第２「常勤役員功労金手当の算出要領」に
　定める算式により算出される額とする。

　常勤役員の報酬は、年間報酬額を定める場合を含め、月額をもって支給するも
のとし、毎月一定の定まった日に支払うものとする。
２　有資格監事の報酬は、理事会等への出席の都度支給するものとする。

　報酬等は通貨をもって本人に支給する。ただし本人の指定する本人名義の金融
機関口座に振り込むことができる。
２　報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申出のあ
　った立替金、積立金等を控除して支給する。

　常勤役員には、その通勤の実態に応じ、通勤費を支給することができる。

　この法人は、役員がその職務の執行に当たって負担し、または負担した費用に
ついては、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また、前払いを
要するものについては前もって支払うものとする。

　この法人は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関
する法律第２０条第１項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。

（目的及び意義）
第 １ 条

（定義等）
第 ２ 条

（報酬の支給）
第 ３ 条

（報酬等の額の決定）
第 ４ 条

（報酬の支給日）
第 ５ 条

（報酬等の支給方法）
第 ６ 条

（通勤費）
第 ７ 条
（費　用）
第 ８ 条

（公　表）
第 ９ 条
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　この規程の改廃は、理事会の決議を経て、総会の決議をもって行うものとする。

　この規程の実施に関し必要な事項は、会長が理事会の承認を得て、別に定める
ものとする。
この規程は、公益認定を受け以降の登記をした日から施行する。

（改　廃）
第１０条
（補　則）
第１１条

　附　則

別表第１　常勤役員の報酬月額及び監事の報酬額

別表第２　常勤役員功労金手当の算出要領

第１号　　４０万円以下

第２号　　４０万円超　４５万円以下

第３号　　４５万円超　５０万円以下

第４号　　５０万円超　５５万円以下

第５号　　５５万円超　６０万円以下

第６号　　６０万円超　６５万円以下

第７号　　６５万円超　７５万円以下

第８号　　７５万円超　８０万円以下

（１）常勤役員の報酬月額

（２）有資格監事の報酬額

理事会等に出席の都度　１日につき １万円

（算出数式）月額×在職年数×係数（職員給与規定に準ずる）
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Ⅸ. 平 成 22 年 度 会 員 異 動 表

自　平成 22 年 4 月 1 日
至　平成 23 年 3 月31日

支 部 全 法 人 数 期首会員数 増 減 期末会員数 加 入 率

社 社 社 社 社 ％
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

計

８４２

６１９

７２９

６１２

４５０

８５６

７２１

５５２

４１３

７０２

９１７

８０６

６３８

８,８５７

３４６

３０７

３１２

２８７

１８０

３５８

２５７

２１４

２１５

２７０

３３５

２６０

２９８

３,６３９

　５

４

８

５

５

５

９

６

５

５

１１

６

９

８３

２８

１７

１９

１６

１２

２３

１４

１３

２２

２１

１５

１８

２８

２４６

３２３

２９４

３０１

２７６

１７３

３４０

２５２

２０７

１９８

２５４

３３１

２４８

２７９

３,４７６

３８.４

４７.５

４１.３

４５.１

３８.４

３９.７

３５.０

３７.５

４７.９

３６.２

３６.１

３０.８

４３.７

３９.２
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